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発信課 経済総務課 

担当者 筒井 

連絡先 

電 話 0166-25-7042（直通） 

ＦＡＸ 0166-26-7093 

E-mail keizaisomu@city.asahikawa.lg.jp 

分  類 イベント･行事  募集  契約･入札   会議･説明会   その他 

（該当する分類を囲むこと。） 

日  程 － 

発表項目 

（行事名） 

「旭川市事業継続支援金」の取扱期間及び無料相談窓口

の設置期間の延長について 

概  要 

（趣旨・日時・ 

場所・内容等を 

記入すること。） 

北海道の「道内事業者等事業継続緊急支援金」の給付決定を受けた事業者

に対し，市が上乗せして「旭川市事業継続支援金」の給付を行っておりま

すが，道支援金の申請受付期間の延長が発表されたことに伴い，本市支援

金の取扱期間及び市が開設している無料相談窓口の設置期間を延長します

ので，報道をよろしくお願いします。 

 

ア 件 名：「旭川市事業継続支援金の取扱期間及び無料相談窓口の設置 

期間の延長について」 

 

イ 内 容：・道支援金の申請受付期間 

→令和 4年 12月 23日(金)まで延長。 

・市支援金の取扱期間 

→道の申請受付期間と同期間まで延長。 

・市が開設している無料相談窓口(毎週火・木)の設置期間 

→令和 4年 12月 22日(木)まで延長 

 

ウ 給付額：道支援金（法人 10万円，個人事業者 5万円）に上乗せして 

・法   人：１０万円／者 

・個人事業者： ５万円／者 

 

エ 申請方法：北海道の「道内事業者等事業継続緊急支援金」の給付決定

者への上乗せ給付のため，旭川市への申請は不要 

添付資料 

有 ・ 無 →「旭川市事業継続支援金のお知らせ」（チラシ） 
（有・無のいずれかを囲むこと。） 

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。 

報道（取材）に当

たってのお願い 
取材等のお申し込みは，上記担当へお問い合わせください。 
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